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参
照
条
文

○

労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
八
十
四
号
）
（
抄
）

（
保
険
関
係
の
成
立
の
届
出
等
）

第
四
条
の
二

前
二
条
の
規
定
に
よ
り
保
険
関
係
が
成
立
し
た
事
業
の
事
業
主
は
、
そ
の
成
立
し
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
そ
の
成
立
し
た
日
、

事
業
主
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
、
事
業
の
種
類
、
事
業
の
行
わ
れ
る
場
所
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
政
府
に
届
け
出
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

２

（
略
）

（
概
算
保
険
料
の
納
付
）

第
十
五
条

事
業
主
は
、
保
険
年
度
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
労
働
保
険
料
を
、
そ
の
労
働
保
険
料
の
額
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を

記
載
し
た
申
告
書
に
添
え
て
、
そ
の
保
険
年
度
の
六
月
一
日
か
ら
四
十
日
以
内
（
保
険
年
度
の
中
途
に
保
険
関
係
が
成
立
し
た
も
の
に
つ
い
て

は
、
当
該
保
険
関
係
が
成
立
し
た
日
（
保
険
年
度
の
中
途
に
労
災
保
険
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
承
認
が
あ
つ
た
事
業
に
係
る
第
一
種
特
別
加

入
保
険
料
及
び
保
険
年
度
の
中
途
に
労
災
保
険
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
承
認
が
あ
つ
た
事
業
に
係
る
第
三
種
特
別
加
入
保
険
料
に
関
し
て
は

、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
承
認
が
あ
つ
た
日
）
か
ら
五
十
日
以
内
）
に
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

次
号
及
び
第
三
号
の
事
業
以
外
の
事
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
保
険
年
度
に
使
用
す
る
す
べ
て
の
労
働
者
（
保
険
年
度
の
中
途
に
保
険
関
係

が
成
立
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
保
険
関
係
が
成
立
し
た
日
か
ら
そ
の
保
険
年
度
の
末
日
ま
で
に
使
用
す
る
す
べ
て
の
労
働
者
）
に
係

る
賃
金
総
額
（
そ
の
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
見
込
額
（
厚
生
労
働
省
令

で
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
直
前
の
保
険
年
度
に
使
用
し
た
す
べ
て
の
労
働
者
に
係
る
賃
金
総
額
）
に
当
該
事
業
に
つ
い
て
の
第
十
二
条

の
規
定
に
よ
る
一
般
保
険
料
に
係
る
保
険
料
率
（
以
下
「
一
般
保
険
料
率
」
と
い
う
。
）
を
乗
じ
て
算
定
し
た
一
般
保
険
料

二

労
災
保
険
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
承
認
に
係
る
事
業
又
は
労
災
保
険
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
承
認
に
係
る
事
業
に
あ
つ
て
は
、
次
に

掲
げ
る
労
働
保
険
料

イ

労
災
保
険
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
承
認
に
係
る
事
業
（
ハ
の
事
業
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
使
用
す
る
す
べ
て
の
労
働
者
に

係
る
賃
金
総
額
の
見
込
額
に
つ
い
て
前
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
一
般
保
険
料
及
び
そ
の
保
険
年
度
に
お
け
る
第
十
三
条
の
厚
生

労
働
省
令
で
定
め
る
額
の
総
額
（
そ
の
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
見
込

額
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
直
前
の
保
険
年
度
に
お
け
る
同
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
の
総
額
。
ハ
に
お

い
て
同
じ
。
）
に
当
該
事
業
に
つ
い
て
の
第
一
種
特
別
加
入
保
険
料
率
を
乗
じ
て
算
定
し
た
第
一
種
特
別
加
入
保
険
料

ロ

労
災
保
険
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
承
認
に
係
る
事
業
（
ハ
の
事
業
を
除
く
。
）
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
使
用
す
る
す
べ
て
の
労
働
者
に

係
る
賃
金
総
額
の
見
込
額
に
つ
い
て
前
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
一
般
保
険
料
及
び
そ
の
保
険
年
度
に
お
け
る
前
条
第
一
項
の
厚
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生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
の
総
額
（
そ
の
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
見

込
額
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
直
前
の
保
険
年
度
に
お
け
る
同
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
の
総
額
。
ハ
に

お
い
て
同
じ
。
）
に
当
該
事
業
に
つ
い
て
の
第
三
種
特
別
加
入
保
険
料
率
を
乗
じ
て
算
定
し
た
第
三
種
特
別
加
入
保
険
料

ハ

労
災
保
険
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
承
認
及
び
労
災
保
険
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
承
認
に
係
る
事
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
使
用
す
る

す
べ
て
の
労
働
者
に
係
る
賃
金
総
額
の
見
込
額
に
つ
い
て
前
号
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
一
般
保
険
料
並
び
に
そ
の
保
険
年
度
に
お

け
る
第
十
三
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
の
総
額
の
見
込
額
に
つ
い
て
イ
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
第
一
種
特
別
加
入
保
険
料

及
び
前
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
の
総
額
の
見
込
額
に
つ
い
て
ロ
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
第
三
種
特
別
加
入
保
険

料

三

労
災
保
険
法
第
三
十
五
条
第
一
項
の
承
認
に
係
る
事
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
保
険
年
度
に
お
け
る
第
十
四
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
額
の
総
額
（
そ
の
額
に
千
円
未
満
の
端
数
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
端
数
は
、
切
り
捨
て
る
。
以
下
同
じ
。
）
の
見
込
額
（
厚
生
労
働

省
令
で
定
め
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
直
前
の
保
険
年
度
に
お
け
る
同
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
の
総
額
）
に
当
該
事
業
に
つ
い
て
の

第
二
種
特
別
加
入
保
険
料
率
を
乗
じ
て
算
定
し
た
第
二
種
特
別
加
入
保
険
料

２
～
４

（
略
）

（
確
定
保
険
料
）

第
十
九
条

事
業
主
は
、
保
険
年
度
ご
と
に
、
次
に
掲
げ
る
労
働
保
険
料
の
額
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
申
告
書
を
、

次
の
保
険
年
度
の
六
月
一
日
か
ら
四
十
日
以
内
（
保
険
年
度
の
中
途
に
保
険
関
係
が
消
滅
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
当
該
保
険
関
係
が
消
滅
し

た
日
（
保
険
年
度
の
中
途
に
労
災
保
険
法
第
三
十
四
条
第
一
項
の
承
認
が
取
り
消
さ
れ
た
事
業
に
係
る
第
一
種
特
別
加
入
保
険
料
及
び
保
険
年

度
の
中
途
に
労
災
保
険
法
第
三
十
六
条
第
一
項
の
承
認
が
取
り
消
さ
れ
た
事
業
に
係
る
第
三
種
特
別
加
入
保
険
料
に
関
し
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当

該
承
認
が
取
り
消
さ
れ
た
日
。
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
か
ら
五
十
日
以
内
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
十
五
条
第
一
項
第
一
号
の
事
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
保
険
年
度
に
使
用
し
た
す
べ
て
の
労
働
者
（
保
険
年
度
の
中
途
に
保
険
関
係
が
成

立
し
、
又
は
消
滅
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
保
険
年
度
に
お
い
て
、
当
該
保
険
関
係
が
成
立
し
て
い
た
期
間
に
使
用
し
た
す
べ
て
の
労

働
者
）
に
係
る
賃
金
総
額
に
当
該
事
業
に
つ
い
て
の
一
般
保
険
料
率
を
乗
じ
て
算
定
し
た
一
般
保
険
料

二

第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
の
事
業
に
あ
つ
て
は
、
次
に
掲
げ
る
労
働
保
険
料

イ

第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
イ
の
事
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
使
用
し
た
す
べ
て
の
労
働
者
に
係
る
賃
金
総
額
に
つ
い
て
前
号
の
規
定
の
例

に
よ
り
算
定
し
た
一
般
保
険
料
及
び
そ
の
保
険
年
度
に
お
け
る
第
十
三
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
の
総
額
に
当
該
事
業
に
つ
い
て

の
第
一
種
特
別
加
入
保
険
料
率
を
乗
じ
て
算
定
し
た
第
一
種
特
別
加
入
保
険
料

ロ

第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
ロ
の
事
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
使
用
し
た
す
べ
て
の
労
働
者
に
係
る
賃
金
総
額
に
つ
い
て
前
号
の
規
定
の
例

に
よ
り
算
定
し
た
一
般
保
険
料
及
び
そ
の
保
険
年
度
に
お
け
る
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
の
総
額
に
当
該
事

業
に
つ
い
て
の
第
三
種
特
別
加
入
保
険
料
率
を
乗
じ
て
算
定
し
た
第
三
種
特
別
加
入
保
険
料

ハ

第
十
五
条
第
一
項
第
二
号
ハ
の
事
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
使
用
し
た
す
べ
て
の
労
働
者
に
係
る
賃
金
総
額
に
つ
い
て
前
号
の
規
定
の
例
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に
よ
り
算
定
し
た
一
般
保
険
料
並
び
に
そ
の
保
険
年
度
に
お
け
る
第
十
三
条
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
の
総
額
に
つ
い
て
イ
の
規
定

の
例
に
よ
り
算
定
し
た
第
一
種
特
別
加
入
保
険
料
及
び
そ
の
保
険
年
度
に
お
け
る
第
十
四
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額

の
総
額
に
つ
い
て
ロ
の
規
定
の
例
に
よ
り
算
定
し
た
第
三
種
特
別
加
入
保
険
料

三

第
十
五
条
第
一
項
第
三
号
の
事
業
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
保
険
年
度
に
お
け
る
第
十
四
条
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
額
の
総
額
に

当
該
事
業
に
つ
い
て
の
第
二
種
特
別
加
入
保
険
料
率
を
乗
じ
て
算
定
し
た
第
二
種
特
別
加
入
保
険
料

２
～
６

（
略
）

（
口
座
振
替
に
よ
る
納
付
等
）

第
二
十
一
条
の
二

政
府
は
、
事
業
主
か
ら
、
預
金
又
は
貯
金
の
払
出
し
と
そ
の
払
い
出
し
た
金
銭
に
よ
る
印
紙
保
険
料
以
外
の
労
働
保
険
料
（

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
単
に
「
労
働
保
険
料
」
と
い
う
。
）
の
納
付
（
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
を
そ
の
預
金
口
座
又
は
貯

金
口
座
の
あ
る
金
融
機
関
に
委
託
し
て
行
う
こ
と
を
希
望
す
る
旨
の
申
出
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
納
付
が
確
実
と
認
め
ら
れ
、
か
つ
、
そ

の
申
出
を
承
認
す
る
こ
と
が
労
働
保
険
料
の
徴
収
上
有
利
と
認
め
ら
れ
る
と
き
に
限
り
、
そ
の
申
出
を
承
認
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

（
略
）

（
労
働
保
険
事
務
組
合
）

第
三
十
三
条

中
小
企
業
等
協
同
組
合
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
一
号
）
第
三
条
の
事
業
協
同
組
合
又
は
協
同
組
合
連
合
会
そ
の
他
の

事
業
主
の
団
体
又
は
そ
の
連
合
団
体
（
法
人
で
な
い
団
体
又
は
連
合
団
体
で
あ
つ
て
代
表
者
の
定
め
が
な
い
も
の
を
除
く
。
以
下
同
じ
。
）
は

、
団
体
の
構
成
員
又
は
連
合
団
体
を
構
成
す
る
団
体
の
構
成
員
で
あ
る
事
業
主
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業
主
（
厚
生
労
働
省
令
で

定
め
る
数
を
超
え
る
数
の
労
働
者
を
使
用
す
る
事
業
主
を
除
く
。
）
の
委
託
を
受
け
て
、
こ
の
章
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
者
が

行
う
べ
き
労
働
保
険
料
の
納
付
そ
の
他
の
労
働
保
険
に
関
す
る
事
項
（
印
紙
保
険
料
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。
以
下
「
労
働
保
険
事
務
」
と
い

う
。
）
を
処
理
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
～
４

（
略
）

（
適
用
の
特
例
）

第
三
十
九
条

都
道
府
県
及
び
市
町
村
の
行
う
事
業
そ
の
他
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
当
該
事
業
を
労
災
保
険
に
係
る
保
険

関
係
及
び
雇
用
保
険
に
係
る
保
険
関
係
ご
と
に
別
個
の
事
業
と
み
な
し
て
こ
の
法
律
を
適
用
す
る
。

２

（
略
）

（
厚
生
労
働
省
令
へ
の
委
任
）

第
四
十
五
条
の
二

こ
の
法
律
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
労
働
保
険
料
の
納
付
の
手
続
そ
の
他
こ
の
法
律
の
実
施
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
厚

生
労
働
省
令
で
定
め
る
。
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○

労
働
保
険
の
保
険
料
の
徴
収
等
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
四
十
七
年
労
働
省
令
第
八
号
）
（
抄
）

第
一
条

（
略
）

２

（
略
）

３

労
働
保
険
関
係
事
務
の
う
ち
、
次
の
労
働
保
険
料
及
び
こ
れ
に
係
る
徴
収
金
の
徴
収
に
関
す
る
事
務
は
、
事
業
場
の
所
在
地
を
管
轄
す
る
都

道
府
県
労
働
局
労
働
保
険
特
別
会
計
歳
入
徴
収
官
（
以
下
「
所
轄
都
道
府
県
労
働
局
歳
入
徴
収
官
」
と
い
う
。
）
が
行
う
。

一

法
第
三
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
事
業
以
外
の
事
業
（
以
下
「
一
元
適
用
事
業
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
労
働
保
険
事
務
組
合
に
法
第

三
十
三
条
第
一
項
の
労
働
保
険
料
の
納
付
そ
の
他
の
労
働
保
険
に
関
す
る
事
項
（
印
紙
保
険
料
に
関
す
る
事
項
を
除
く
。
以
下
「
労
働
保
険

事
務
」
と
い
う
。
）
の
処
理
を
委
託
し
な
い
も
の
及
び
労
災
保
険
に
係
る
保
険
関
係
が
成
立
し
て
い
る
事
業
の
う
ち
法
第
三
十
九
条
第
一
項

の
規
定
に
係
る
事
業
に
つ
い
て
の
一
般
保
険
料
、
労
災
保
険
に
係
る
保
険
関
係
が
成
立
し
て
い
る
事
業
の
う
ち
同
項
の
規
定
に
係
る
事
業
に

つ
い
て
の
第
一
種
特
別
加
入
保
険
料
、
第
二
種
特
別
加
入
保
険
料
並
び
に
第
三
種
特
別
加
入
保
険
料
並
び
に
こ
れ
ら
に
係
る
徴
収
金
の
徴
収

に
関
す
る
事
務

二

一
元
適
用
事
業
で
あ
つ
て
労
働
保
険
事
務
組
合
に
労
働
保
険
事
務
の
処
理
を
委
託
す
る
も
の
及
び
雇
用
保
険
に
係
る
保
険
関
係
が
成
立
し

て
い
る
事
業
の
う
ち
法
第
三
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
係
る
事
業
に
つ
い
て
の
一
般
保
険
料
、
一
元
適
用
事
業
に
つ
い
て
の
第
一
種
特
別
加

入
保
険
料
、
印
紙
保
険
料
並
び
に
特
例
納
付
保
険
料
並
び
に
こ
れ
ら
に
係
る
徴
収
金
の
徴
収
に
関
す
る
事
務

（
保
険
関
係
の
成
立
の
届
出
）

第
四
条

法
第
四
条
の
二
第
一
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

事
業
の
名
称

二

事
業
の
概
要

三

事
業
主
の
所
在
地

四

事
業
に
係
る
労
働
者
数

五
～
七

（
略
）

八

事
業
主
が
法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第

二
十
七
号
）
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
事
業
主
の
法
人
番
号

２

法
第
四
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
は
、
所
轄
労
働
基
準
監
督
署
長
又
は
所
轄
公
共
職
業
安
定
所
長
に
提
出
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
行

わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
賃
金
総
額
の
見
込
額
の
特
例
等
）

第
二
十
四
条

（
略
）
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２

法
第
十
五
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

労
働
保
険
番
号

二

事
業
主
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地

三

保
険
料
算
定
基
礎
額
の
見
込
額
（
当
該
見
込
額
が
前
項
の
規
定
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
直
前
の
保
険
年
度
の
保
険
料
算
定
基
礎
額
）

四

保
険
料
率

五

法
第
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
高
年
齢
労
働
者
の
う
ち
雇
用
保
険
法
（
昭
和
四
十
九
年
法
律
第
百
十
六
号
）
第
三
十
八
条
第
一
項
に
規
定

す
る
短
期
雇
用
特
例
被
保
険
者
（
以
下
「
短
期
雇
用
特
例
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
及
び
同
法
第
四
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
日
雇
労
働

被
保
険
者
（
以
下
「
日
雇
労
働
被
保
険
者
」
と
い
う
。
）
以
外
の
者
に
係
る
法
第
十
五
条
の
二
に
規
定
す
る
高
年
齢
者
賃
金
総
額
の
見
込
額

六

事
業
に
係
る
労
働
者
数

七

事
業
主
が
法
人
番
号
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
事
業
主
の
法
人
番
号

（
確
定
保
険
料
申
告
書
）

第
三
十
三
条

法
第
十
九
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

一

労
働
保
険
番
号

二

事
業
主
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地

三

保
険
料
算
定
基
礎
額

四

保
険
料
率

五

法
第
十
九
条
の
二
に
規
定
す
る
高
年
齢
労
働
者
の
う
ち
短
期
雇
用
特
例
被
保
険
者
及
び
日
雇
労
働
被
保
険
者
以
外
の
者
に
係
る
同
条
に
規

定
す
る
高
年
齢
者
賃
金
総
額

六

事
業
に
係
る
労
働
者
数

七

事
業
主
が
法
人
番
号
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
事
業
主
の
法
人
番
号

○

健
康
保
険
法
（
大
正
十
一
年
法
律
第
七
十
号
）
（
抄
）

（
定
義
）

第
三
条

（
略
）

２

（
略
）

３

こ
の
法
律
に
お
い
て
「
適
用
事
業
所
」
と
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
事
業
所
を
い
う
。

一

次
に
掲
げ
る
事
業
の
事
業
所
で
あ
っ
て
、
常
時
五
人
以
上
の
従
業
員
を
使
用
す
る
も
の

イ

物
の
製
造
、
加
工
、
選
別
、
包
装
、
修
理
又
は
解
体
の
事
業

ロ

土
木
、
建
築
そ
の
他
工
作
物
の
建
設
、
改
造
、
保
存
、
修
理
、
変
更
、
破
壊
、
解
体
又
は
そ
の
準
備
の
事
業

ハ

鉱
物
の
採
掘
又
は
採
取
の
事
業
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ニ

電
気
又
は
動
力
の
発
生
、
伝
導
又
は
供
給
の
事
業

ホ

貨
物
又
は
旅
客
の
運
送
の
事
業

ヘ

貨
物
積
卸
し
の
事
業

ト

焼
却
、
清
掃
又
は
と
さ
つ
の
事
業

チ

物
の
販
売
又
は
配
給
の
事
業

リ

金
融
又
は
保
険
の
事
業

ヌ

物
の
保
管
又
は
賃
貸
の
事
業

ル

媒
介
周
旋
の
事
業

ヲ

集
金
、
案
内
又
は
広
告
の
事
業

ワ

教
育
、
研
究
又
は
調
査
の
事
業

カ

疾
病
の
治
療
、
助
産
そ
の
他
医
療
の
事
業

ヨ

通
信
又
は
報
道
の
事
業

タ

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
に
定
め
る
社
会
福
祉
事
業
及
び
更
生
保
護
事
業
法
（
平
成
七
年
法
律
第
八
十
六
号

）
に
定
め
る
更
生
保
護
事
業

二

（
略
）

４
～

（
略
）

10

○

健
康
保
険
法
施
行
規
則
（
大
正
十
五
年
内
務
省
令
第
三
十
六
号
）
（
抄
）

（
新
規
適
用
事
業
所
の
届
出
）

第
十
九
条

初
め
て
法
第
三
条
第
三
項
に
規
定
す
る
適
用
事
業
所
と
な
っ
た
事
業
所
の
事
業
主
は
、
当
該
事
実
が
あ
っ
た
日
か
ら
五
日
以
内
に
、

次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
届
書
を
厚
生
労
働
大
臣
（
初
め
て
適
用
事
業
所
と
な
っ
た
と
同
時
に
当
該
適
用
事
業
所
を
健
康
保
険
組
合
の
設

立
に
係
る
適
用
事
業
所
と
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
健
康
保
険
組
合
）
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
厚
生
労
働
大

臣
に
提
出
す
る
事
業
所
が
同
時
に
厚
生
年
金
保
険
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
初
め
て
適
用
事
業
所
と
な
っ
た
と
き
は
、
当
該
届
書
に
そ

の
旨
を
付
記
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

事
業
主
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所

二

事
業
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
事
業
の
種
類

三

事
業
主
が
法
人
で
あ
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項

イ

法
人
番
号
（
行
政
手
続
に
お
け
る
特
定
の
個
人
を
識
別
す
る
た
め
の
番
号
の
利
用
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
二
十
七

号
）
第
二
条
第
十
五
項
に
規
定
す
る
法
人
番
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
又
は
会
社
法
人
等
番
号
（
商
業
登
記
法
（
昭
和
三
十
八
年
法
律

第
百
二
十
五
号
）
第
七
条
に
規
定
す
る
会
社
法
人
等
番
号
を
い
う
。
）

ロ

事
業
所
が
法
人
の
本
店
又
は
主
た
る
事
業
所
で
あ
る
か
否
か
の
別
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ハ

内
国
法
人
（
国
内
に
本
店
又
は
主
た
る
事
業
所
を
有
す
る
法
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
ハ
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
外
国
法
人
（
内
国
法

人
以
外
の
法
人
を
い
う
。
）
の
別

四

事
業
主
が
国
又
は
地
方
公
共
団
体
で
あ
る
と
き
は
、
法
人
番
号




